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研究開発に関わる開示につきまして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーサングループでは、「動物の愛護及び管理に関する法律」「研究機関等における動物実験等の実

施に関する基本指針」「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」その他関係法令等

の規定を踏まえ、科学的観点と動物の愛護及び環境保全の観点並びに動物実験等を実施する職員の

安全確保、さらには周辺住民への配慮等を考慮し、「動物実験等に関する要領」を定め、これを遵守す

ることにより動物実験の適正実施を図っています。 

また、動物実験に関する取り組みは、ノーサングループのマネジメントシステムの外部審査の対象とし

ており、その審査では概ね適切な運用、管理がされていることが確認されています。 


